
原子力規制庁が株式会社コベルコ科研と契約した浸水防止設備（水密扉）に関する 

安全研究報告書の誤った記載について 

 

平成３０年７月６日 

原子力規制庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 株式会社コベルコ科研が平成 24～26 年度に日本原子力開発機構から受託した研究にデ

ータ改ざんやねつ造などがあった。 

※2 ・平成 25～26年度 浸水防止設備の耐力試験（水密扉基礎試験１） 

（旧(独)原子力安全基盤機構において、複数年契約を締結） 

・平成 27年度 浸水防止設備（水密扉）の水密性能に係る解析検討 

・平成 28年度 浸水防止設備（水密扉）の水密性能に係る解析検討 

・平成 29年度 浸水防止設備（水密扉）の水密性能に係る解析検討 

原子力規制庁は、株式会社コベルコ科研によるデータ改ざん事例※1を受け、平成 25～29

年度に同社と締結した 4件※2の契約業務「浸水防止設備の耐力試験（水密扉基礎試験１）

他」について、平成 30年 2月 16日、同社にデータ改ざんの有無の調査を指示しました。3

月 26日、同社よりデータ改ざんはないが平成 25～28 年度の報告書に誤った記載が 367 件あ

るとの報告があり、更に、5月 31日に同社より誤った記載の内容についての分類・整理及び

今後の方針等を踏まえた最終報告を受けました。同社が提出した最終報告については別添に

示します。 

同社の最終報告によると、誤った記載 367 件の内訳は誤記が 238件、誤記を入力データと

したことによる誤った解析結果の記載が 129件でした。 

同社との面談等の主な経緯を別紙に示します。 

 

本研究の成果は、実用発電用原子炉の安全性向上評価※3の妥当性確認に係る知見としての

活用を目的としており、現在行われている新規制基準の適合性審査には用いていません。し

たがって、報告のあった誤った記載は新規制基準の適合性審査及び基準類には影響しませ

ん。 

 

同社は、平成 30年 9月末までに報告書の訂正及び再提出を行うとしており、原子力規制庁

としては、再提出された報告書について、本研究の結論に対して影響のないことを確認し、

適切に対応していきます。 



※3 新規制基準の適合性審査とは別に、事業者が自主的に行う安全性向上を目的とした評

価 

 

以上 

＜問い合わせ先＞ 

原子力規制委員会 

 原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 

                   担当：小林恒一、小林源裕 

電話：03-5114-2226（直通） 



■ 株式会社コベルコ科研との面談等の主な経緯 

 

平成 30 年 

2 月 16 日 ： 2 月 15 日、株式会社コベルコ科研が日本原子力研究開発機構から受託

した研究にデータ改ざんが行われた報道を受け、原子力規制庁は同社

に対し、過年度実施した研究についてデータ改ざんの有無を調査する

よう指示した。 

3 月 13 日 ： 同社より、調査の過程で、約 40件の誤った記載があることが報告され

た。 

3 月 26 日 ： 同社より、データ改ざんはないが、約 370 件の誤った記載があること

が報告された。 

一方、この時点における報告では、データ改ざん等がないことを判断

するに必要な情報が不足していたため、誤った記載の分類に加えて、

データ改ざんでないと判断した理由、誤った記載の発生要因の分析、

作業実施当時に誤った記載の発見に至らなかった原因の分析等を同社

に指示した。 

4 月 2 日 ： 同社より、3月 26日指示事項の進捗状況が報告された。 

誤った記載の分析に関する詳細な方針、誤った記載への対処工程の提

出を同社に指示した。 

4 月 13 日 ： 同社より、3月 26日指示事項の進捗状況が報告された。今後の対処方

針に関するとりまとめ案（誤った記載の要因分析、誤った記載を参照

したことによる再解析の実施方針、報告書修正の時期）、及び今回の事

案を受けて全社的な品質管理体制の見直しが実施されることが報告さ

れた。 

調査報告の記載内容、対処工程の見直しを同社に指示した。 

4 月 26 日 ： 同社より、3月 26日、4月 2日、4月 13 日指示事項を反映した現時点

での調査の中間報告がされた。また報告書の修正作業について着手し

たことが報告された。 

5 月 15 日 ： 同社より、調査の進捗状況として平成 25～26 年度報告書の誤った記載

の分析の状況が報告された。 

平成 27 年度以降の報告書の誤った記載についても同様に分析するこ

とを指示した。 

5 月 24 日 ： 同社より、最終報告書（案）と誤った記載の影響分析の状況が報告さ

れた。 

5 月 31 日 ： 同社より、これまでの経緯を取りまとめた最終報告書が提出された。

また誤った記載の影響分析の状況が報告された。 

 

別 紙 



別添






















































































































































































